
 

平成２９年度普通交付税（市町村分）の概要 

 
普 通 交 付 税 
・県計で１，５９８．０億円（対前年度比 △２４．６億円，△１．５％） 
・基準財政収入額が伸び，財源不足額が減少したことによるもの。 
・仙台市は，県費負担教職員の給与負担事務の指定都市への移譲の影響により，基準財政需要額が大きく伸び，
財源不足額が増加している。 

・女川町が，平成２４年度算定以来５年ぶりに財源超過団体になっている。 
（単位：億円）   

区分 
２９年度 

Ａ 
２８年度 

Ｂ 
増減額 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 
増減率 
Ｃ／Ｂ 

（参考） 
全国増減率 

内
訳 

大都市 193.8 145.4 48.3 33.2％  
都市 997.3 1,051.8 △54.6 △5.2％ 
町村 407.0 425.4 △18.4 △4.3％ 

県計 1,598.0 1,622.6 △24.6 △1.5％ 市町村分  
△0.6％ （除大都市） 1,404.2 1,477.2 △72.9 △4.9％ 

 （注）１ 平成２９年度（Ａ欄）において，財源超過団体は除いて集計している。 

２ 本資料において富谷市は，平成２８年１０月１０日に富谷町から市制移行しているが，増減比較等の便宜上，平成２８

年度算定についても「都市」として集計している。 

３ 表示単位未満を四捨五入しているため，県計と内訳の合計等が一致しない場合がある。 

４ （参考）全国増減率は，当初算定比である。 

 
臨時財政対策債発行可能額 
・県計で４２５．８億円（対前年度比 ７３．０億円，２０．７％） 
・全国ベースでの発行可能額の増加（対前年度比１３．０％）によるもの。 

（単位：億円）   

区分 
２９年度 

Ａ 
２８年度 

Ｂ 
増減額 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 
増減率 
Ｃ／Ｂ 

（参考） 
全国増減率 

内
訳 

大都市 248.6 179.0 69.5 38.8％  
都市 126.5 121.9 4.6 3.7％ 
町村 50.8 51.9 △1.1 △2.1％ 

県計 425.8 352.8 73.0 20.7％ 市町村分  
13.0％ （除大都市） 177.3 173.8 3.5 2.0％ 

 （注）表示単位未満を四捨五入しているため，県計と内訳の合計等が一致しない場合がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
財源不足団体・超過団体の状況 
・女川町が，平成２４年度算定以来５年ぶりに財源超過団体になった。 
（平成２９年度）                     （平成２８年度） 
・財源不足団体 ３４団体                ・財源不足団体 ３５団体 
・財源超過団体  １団体（女川町）           ・財源超過団体  ０団体 

 

523.8 502.4 469.9 414.9 352.8 425.8 

1,864.4 1,780.0 1,702.5 1,670.5 1,622.6 1,598.0 

2,388.3 2,282.4 2,172.4 2,085.4 1,975.5 2,023.8 
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普通交付税と臨時財政対策債発行可能額の推移（H24～H29） 

普通交付税 臨時財政対策債 

（億円） 

平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ２ ５ 日 

総 務 部 市 町 村 課 

財政第一班 浅川，鴫原（内線 2336） 

財政調整班 菅野，嶋 （内線 2331） 



 

平成２９年度普通交付税（市町村分）の算定結果 

 

 

１ 基準財政需要額・基準財政収入額・普通交付税額 
（単位：億円） 

区分 
２９年度 

Ａ 
２８年度 

Ｂ 
増減額 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 
増減率（％） 
Ｄ（Ｃ／Ｂ） 

基準財政需要額      

 個別算定経費（ｲ～ｵ除き） ｱ 3,944.3 3,607.1 337.3 9.4％ 

 地域経済・雇用対策費 ｲ 12.9 23.2 △10.3 △44.3％ 

 地域の元気創造事業費 ｳ 64.4 65.0 △0.6 △0.9％ 

 人口減少等特別対策事業費 ｴ 74.0 75.7 △1.7 △2.2％ 

 公債費 ｵ 624.3 619.7 4.7 0.8％ 

 包括算定経費 ｶ 545.0 567.1 △22.1 △3.9％ 

 小計（臨時財政対策債振替前）ｱ～ｶ ｷ 5,265.1 4,957.8 307.3 6.2％ 

 臨時財政対策債振替額 ｸ 425.8 352.8 73.0 20.7％ 

 錯誤措置額等 ｹ △39.4 △15.0 △24.3 △161.9％ 

 合計（ｷ－ｸ＋ｹ） ｺ 4,799.9 4,589.9 210.0 4.6％ 

基準財政収入額      

 基準財政収入額総括表 ｻ 3,199.8 2,963.8 236.0 8.0％ 

 錯誤措置額等 ｼ △1.7 △0.3 △1.4 △439.6％ 

 合計（ｻ＋ｼ） ｽ 3,198.1 2,963.5 234.6 7.9％ 

交付基準額（ｺ－ｽ） ｾ 1,601.8 1,626.4 △24.6 △1.5％ 

普通交付税額 ｿ 
（2,023.8） 

1,598.0 
（1,975.5） 

1,622.6 
（48.4） 
△24.6 

（2.4％） 
△1.5％ 

  （注）１ 平成２９年度（Ａ欄）において，財源超過団体は除いて集計している。 

２ （ ）書きは，臨時財政対策債分を含めた場合の計数である。 

     ３ 基準財政需要額の錯誤措置額等には，合併算定替の縮減額を含んでいる。 

     ４ 表示単位未満を四捨五入しているため，合計や増減額等が一致しない場合がある。 

     ５ 交付基準額と普通交付税額との差額は調整額である。 

 

２ 主な増減要因 
（単位：億円） 

区分 費目・税目 主な要因 
対前年度 

増減額 増減率 

基 準 

財 政 

需要額 

増 

その他の教育費（人口） 
・普通態容補正Ⅱの新設（県費負担教職員給与負担事務の

仙台市への移譲に伴う経費の需要額への算入） 
350.2 226.5％ 

社会福祉費 
・単位費用の増（＋5.7％）（保育士等の処遇改善経費の措

置，社会保障充実分に係る経費） 
30.5 5.9％ 

高齢者保健福祉費 

（65歳以上人口） 
・測定単位の増（520,794人→590,422人） 6.6 1.7％ 

減 

地域経済・雇用対策費 
・単位費用の減（△43.2％）（地方財政計画における歳出特

別枠の見直し） 
△10.3 △44.3％ 

保健衛生費 
・密度補正の減（簡易水道・上水道の高料金対策，市町村

立病院の運営経費，国保安定化支援事業等に係る経費） 
△13.2 △3.6％ 

地域振興費（人口） ・単位費用の減（△4.7％），人口急減補正の減 △16.6 △6.9％ 

基 準 

財 政 

収入額 

増 
市町村民税所得割 

・県費負担教職員給与負担事務の仙台市への移譲に伴う税

源移譲 
242.2 28.0％ 

固定資産税（家屋） ・家屋の新築による床面積及び平均価格の増 9.7 2.1％ 

減 

東日本大震災特例加算 
・地方税法等における東日本大震災特例の対象が減少した

ことに伴う減 
△1.8 △10.5％ 

地方消費税交付金 

・平成 28年度地方消費税において発生した，曜日の影響に

より税収の一部が翌年度に繰り越されることによる一時

的な増収の解消に伴う，交付金見込額の減 

△13.8 △3.7％ 

  （注）平成２９年度において，財源超過団体は除いて集計している。 



 

 

３ 県内市町村の状況 

① 財源不足団体・超過団体の状況  

  ・女川町が，平成２４年度算定以来５年ぶりに財源超過団体になった。 

 

    【参考】 過去の不交付団体の状況（平成元年度以降） 

年度 H元～H7 H8～H16 H17 H18～H24 H25～H28 H29 

不交付 

団体名 

なし 

 

女川町 女川町 

富谷町 

女川町 なし 女川町 

 

② 交付基準額の対前年度比較 
・５団体で増加， ３０団体で減少。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増　　減　　率 団　　　体　　　名

＋10％以上 1 (1) 仙台市

＋５％以上10％未満 0 0

＋５％未満 4 (7) 岩沼市，富谷市，村田町，松島町

増加団体数　合計 5 (8)

△５％未満 18 (22)
塩竈市，気仙沼市，白石市，角田市，多賀城市，東松島市，大崎
市，蔵王町，大河原町，川崎町，丸森町，亘理町，七ヶ浜町，大
郷町，色麻町，加美町，涌谷町，美里町

△５％以上10％未満 8 (2)
石巻市，登米市，栗原市，七ヶ宿町，柴田町，山元町，利府町，
南三陸町

△10％以上 4 (3) 名取市，大和町，大衡村，女川町

減少団体数　合計 30 (27)

※（　）内の数値は，前年度の団体数である。

団体数

増
加

減
少



（単位：千円、％）
平成29年度 平成28年度 増減額 増減率 　H29普通交付税 　H28普通交付税 増減額 増減率

市町村名 普通交付税 普通交付税 （Ａ－Ｂ） (Ｃ／Ｂ) ＋臨時財政対策債 ＋臨時財政対策債 （Ｅ－Ｆ） (Ｇ／Ｆ)
Ａ  Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

仙　台　市 19,375,179 14,543,684 4,831,495 33.2 44,230,338 32,446,429 11,783,909 36.3

石　巻　市 16,156,132 17,612,553 △ 1,456,421 △ 8.3 18,210,161 19,639,331 △ 1,429,170 △ 7.3

塩　竈　市 4,794,982 4,819,719 △ 24,737 △ 0.5 5,476,670 5,457,034 19,636 0.4

気 仙 沼 市 8,880,105 9,323,658 △ 443,553 △ 4.8 9,757,746 10,198,178 △ 440,432 △ 4.3

白　石　市 4,026,843 4,170,152 △ 143,309 △ 3.4 4,550,962 4,650,157 △ 99,195 △ 2.1

名　取　市 2,009,240 2,304,293 △ 295,053 △ 12.8 3,009,936 3,299,170 △ 289,234 △ 8.8

角　田　市 3,151,927 3,317,085 △ 165,158 △ 5.0 3,600,527 3,758,575 △ 158,048 △ 4.2

多 賀 城 市 2,976,233 3,011,073 △ 34,840 △ 1.2 3,838,705 3,864,212 △ 25,507 △ 0.7

岩　沼　市 1,255,710 1,217,532 38,178 3.1 1,938,843 1,766,479 172,364 9.8

登　米　市 16,243,803 17,225,043 △ 981,240 △ 5.7 17,452,712 18,439,714 △ 987,002 △ 5.4

栗　原　市 17,724,170 18,832,796 △ 1,108,626 △ 5.9 18,920,783 20,056,227 △ 1,135,444 △ 5.7

東 松 島 市 5,139,959 5,403,281 △ 263,322 △ 4.9 5,632,340 5,887,585 △ 255,245 △ 4.3

大　崎　市 16,157,670 16,757,377 △ 599,707 △ 3.6 18,156,838 18,682,196 △ 525,358 △ 2.8

富　谷　市 1,208,723 1,188,009 20,714 1.7 1,827,613 1,676,440 151,173 9.0

蔵　王　町 1,733,209 1,781,699 △ 48,490 △ 2.7 1,958,476 1,996,876 △ 38,400 △ 1.9

七 ヶ 宿 町 929,213 999,211 △ 69,998 △ 7.0 998,513 1,073,737 △ 75,224 △ 7.0

大 河 原 町 1,472,466 1,536,830 △ 64,364 △ 4.2 1,797,682 1,850,351 △ 52,669 △ 2.8

村　田　町 1,741,970 1,724,941 17,029 1.0 1,932,669 1,903,996 28,673 1.5

柴　田　町 2,236,110 2,405,428 △ 169,318 △ 7.0 2,750,120 2,919,802 △ 169,682 △ 5.8

川　崎　町 2,019,751 2,047,018 △ 27,267 △ 1.3 2,170,488 2,191,254 △ 20,766 △ 0.9

丸　森　町 3,205,852 3,234,571 △ 28,719 △ 0.9 3,431,556 3,455,908 △ 24,352 △ 0.7

亘　理　町 2,502,722 2,547,535 △ 44,813 △ 1.8 2,914,623 2,929,011 △ 14,388 △ 0.5

山　元　 町 2,216,896 2,339,927 △ 123,031 △ 5.3 2,406,544 2,534,513 △ 127,969 △ 5.0

松　島　町 1,737,682 1,719,316 18,366 1.1 1,943,968 1,918,320 25,648 1.3

七 ヶ 浜 町 1,353,075 1,361,299 △ 8,224 △ 0.6 1,625,399 1,638,340 △ 12,941 △ 0.8

利　府　町 745,670 805,688 △ 60,018 △ 7.4 1,204,783 1,249,886 △ 45,103 △ 3.6

大　和　町 579,808 729,369 △ 149,561 △ 20.5 840,754 972,672 △ 131,918 △ 13.6

大　郷　町 1,364,779 1,430,905 △ 66,126 △ 4.6 1,509,425 1,573,439 △ 64,014 △ 4.1

大　衡　村 380,470 541,041 △ 160,571 △ 29.7 504,778 683,030 △ 178,252 △ 26.1

色　麻　町 1,852,740 1,946,451 △ 93,711 △ 4.8 1,983,861 2,079,640 △ 95,779 △ 4.6

加　美　町 5,295,421 5,550,950 △ 255,529 △ 4.6 5,683,007 5,935,343 △ 252,336 △ 4.3

涌　谷　町 2,585,851 2,668,010 △ 82,159 △ 3.1 2,815,702 2,889,824 △ 74,122 △ 2.6

美　里　町 3,491,629 3,671,906 △ 180,277 △ 4.9 3,835,125 4,007,605 △ 172,480 △ 4.3

女　川　町 0 63,015 △ 63,015 △ 100.0 0 273,851 △ 273,851 △ 100.0

南 三 陸 町 3,253,399 3,430,072 △ 176,673 △ 5.2 3,469,943 3,647,073 △ 177,130 △ 4.9

大 都 市 計 19,375,179 14,543,684 4,831,495 33.2 44,230,338 32,446,429 11,783,909 36.3

都 市 計 99,725,497 105,182,571 △ 5,457,074 △ 5.2 112,373,836 117,375,298 △ 5,001,462 △ 4.3

町 村 計 40,698,713 42,535,182 △ 1,836,469 △ 4.3 45,777,416 47,724,471 △ 1,947,055 △ 4.1

町 村 計
( 除 超 過 団 体 )

40,698,713 42,472,167 △ 1,773,454 △ 4.2 45,777,416 47,450,620 △ 1,673,204 △ 3.5

県 計 159,799,389 162,261,437 △ 2,462,048 △ 1.5 202,381,590 197,546,198 4,835,392 2.4

県 計
( 除 超 過 団 体 )

159,799,389 162,198,422 △ 2,399,033 △ 1.5 202,381,590 197,272,347 5,109,243 2.6

県 計
( 除 大 都 市 )

140,424,210 147,717,753 △ 7,293,543 △ 4.9 158,151,252 165,099,769 △ 6,948,517 △ 4.2

合 併 団 体 計 92,342,288 97,807,636 △ 5,465,348 △ 5.6 101,118,655 106,493,252 △ 5,374,597 △ 5.0

非 合 併 団 体 計 67,457,101 64,453,801 3,003,300 4.7 101,262,935 91,052,946 10,209,989 11.2

非 合 併 団 体 計
( 除 超 過 団 体 )

67,457,101 64,390,786 3,066,315 4.8 101,262,935 90,779,095 10,483,840 11.5

非 合 併 団 体 計
( 除 大 都 市 )

48,081,922 49,910,117 △ 1,828,195 △ 3.7 57,032,597 58,606,517 △ 1,573,920 △ 2.7

(注)合併団体の交付額は、合併算定替により算定した額である。

     平成29年度 普通交付税決定額（市町村分）


